
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✖ 
子供の命を守るために・・・ヘルメットを着用させ交通ルールを守りましょう！！ 

幼児用座席に小学校就学の始期に 

達するまでの者 1人を乗車させる場合 

幼児二人同乗用自転車 ※１ 

の幼児用座席に小学校就学の始期に 

達するまでの者２人を乗車させる場合 

幼児用座席に小学校就学の 

始期に達するまでの者 

1 人を乗車させ、幼児１人を 

ひも等で確実に背負う場合 

幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に 
小学校就学の始期に達するまでの者２人 

を乗車させ、幼児１人をひも等で 
確実に背負っている場合 

幼児 1人をひも等で 

確実に背負う場合 

 

 

※抱っこひもを使用して 

前抱っこすると、ハンドル操作 

の妨げになるのでやめましょう。 

 
      神奈川県では、 

★１６歳以上の者が運転し、 

★小学校就学の始期に達する 

までの者を乗せる 

場合に限って認められます。 

※１二つの幼児用座席を設けるために 

必要な特別な構造又は装置を装備 

している自転車 

 


